
市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート（北海道版） 新旧対照表

修正前 修正後

１編 総則

２章 本計画の位置づけ

（略）

４ 処理主体等

災害廃棄物は、一般廃棄物とされていることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和 45 年法律第 137 号、以下「廃掃法」という。)第４条第１項の規定により、○○○

市（町村）が第一義的に処理の責任を負う。

２章 本計画の位置づけ

（略）

（４）処理主体等

災害廃棄物は、一般廃棄物とされていることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和 45 年法律第 137 号、以下「廃掃法」という。)第４条第１項の規定により、○○○

市（町村）が第一義的に処理の責任を負う。

災害廃棄物が大量に発生し、処理施設の被災等により処理能力が不足するなど自区域内

での処理が困難となる場合は、道の広域的な調整を要請し、産業廃棄物処理業者や自治体

による広域的な処理を行う。

なお、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 14（事務の委託）の規定によ

り、本市（町村）が地震や水害等により甚大な被害を受け、道等の支援等を受けてもなお

適切な事務処理ができない場合は、道に事務委託を行うこととする。
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６ 教育訓練・研修

発災後速やかに災害廃棄物を処理するためには、災害廃棄物処理に精通し、かつ柔軟な

発想と決断力を有する人材が求められることから、平常時から災害マネジメント能力の

維持・向上を図る必要がある。そのため、本市（町村）においては、職員・域内事業者や

地域住⺠、⾃治会を対象とした研修の実施や、道が開催する道・市町村・⺠間事業者団体

等の職員を対象とした研修に参加するなど、災害廃棄物処理に求められる人材育成に努

める。

また、防災関係機関あるいは防災組織が実施する防災訓練について積極的に協力し、

災害廃棄物処理に対する対応力の強化を図る。

災害廃棄物処理に必要な能力の習得方法例を図３に示す。

２編 災害廃棄物対策

１章 組織体制・指揮命令系統

２ 災害廃棄物対策の担当組織

災害廃棄物処理を担当する組織については、図●のとおりとする。

発災後の各フェーズで行う業務の概要は、図中の表のとおりである。各フェーズについて

は、災害規模等により異なるが、初動期は発災から数日間、応急対応は、発災から３週間

程度とそれ以降の３か月程度まで、復旧・復興は応急対策後から１年程度を目安とする。

（６）教育訓練・研修

発災後速やかに災害廃棄物を処理するためには、災害廃棄物処理に精通し、かつ柔軟な

発想と決断力を有する人材が求められることから、平常時から災害マネジメント能力の維

持・向上を図る必要がある。そのため、本市（町村）においては、職員・域内事業者や地

域住⺠、⾃治会を対象とした研修の実施や、国（北海道地方環境事務所）や道が開催する

道・市町村・⺠間事業者団体等の職員を対象とした研修に参加するなど、災害廃棄物処理

に求められる人材育成に努める。

また、防災関係機関あるいは防災組織が実施する防災訓練について積極的に協力し、災

害廃棄物処理に対する対応力の強化を図る。

災害廃棄物処理に必要な能力の習得方法例を図 1-3-●に示す。

１章 組織体制・指揮命令系統

（２）災害廃棄物対策の担当組織

災害廃棄物処理を担当する組織については、図 2-1-2 及び表 2-1-1 のとおりとする。

発災後の各フェーズで行う業務の概要は、表 2-1-1 及び表 2-1-2 のとおりである。各フ

ェーズについては、災害規模等により異なるが、初動期は発災から数日間、応急対応は、

発災から３週間程度とそれ以降の３か月程度まで、

復旧・復興は応急対策後から１年程度を目安とする。

また、災害廃棄物の撤去・運搬・仮置き、処理に際して、道路障害物や被災家屋の解体

撤去、指定避難所におけるし尿処理、運搬における道路状況の把握等の対策が必要となり、

庁内他部局との連絡・調整が必要となる。庁内他部局との連携・調整事項を表 2-1-4 に示

す。

なお、災害廃棄物処理には、設計、積算、現場監督等に土木・建築系の技術が必要とな

るため、これらの技術者が配属されている庁内他部局との連携を密にする。



市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート（北海道版） 新旧対照表
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２章 情報収集・連絡

２ 国、道、都府県等との連絡

（略）

２章 情報収集・連絡

（２）国、道、都府県等との連絡

（略）
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３章 協力・支援体制

２ 市町村等、道及び国の協力・支援

他市町村等、道による協力・支援については、予め締結している災害協定等にもとづ

き、市（町村）内の情勢を正確に把握し、必要な支援等について的確に要請できるように

する。

協力・支援体制の構築にあたっては、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）

も活用する。

また、災害廃棄物処理業務を遂行する上で、市（町村）の職員が不足する場合は、道に

要請（従事する業務、人数、派遣期間等）し、道職員や他の市町村職員等の派遣について

協議・調整をしてもらう。

参考として、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定」の連絡

系統を資料編３示す。

３章 協力・支援体制

（２）市町村等、道及び国の協力・支援

他市町村等、道による協力・支援については、予め締結している災害協定等にもとづき、

市（町村）内の情勢を正確に把握し、必要な支援等について的確に要請できるようにする。

協力・支援体制の構築にあたっては、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）

や災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）も活用する。

また、災害廃棄物処理業務を遂行する上で、職員が不足する場合は、道に要請（従事す

る業務、人数、派遣期間等）し、道職員や他の市町村職員等の派遣について協議・調整を

してもらう。

なお、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定」の連絡系統を

図 2-3-1 に示す。
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３ ⺠間事業者団体等との連携

表●に⺠間事業者等との災害時応援協定を⽰す。本市（町村）では、「○○（⺠間

事業者名）」との間に「○○災害時における災害廃棄物の処理に関する協定（協定名）」

を締結しており、必要に応じて災害廃棄物処理の協力を要請する。また、表●に示す

他の協定についても、災害廃棄物処理を円滑に進める上で重要であることから、発災

時には協定にもとづき速やかに協力体制を構築する。

本市（町村）には、廃棄物処理業者があるが、当該⺠間事業者との協定は締結して

いないので、今後、災害時応援協定の締結を進める。

なお、北海道では、公益社団法人北海道産業廃棄物協会（現：北海道産業資源循環協会）

との間に「大規模災害発生時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定」を、公益

社団法人北海道浄化槽協会、一般社団法人北海道環境保全協会及び北海道環境整備事業

協同組合との間に「大規模災害発生時における災害対応の協力に関する協定書」を締結し

ており、必要に応じて道を通じて災害廃棄物処理における協力を要請する。

４ ボランティアとの連携

（略）

（３）⺠間事業者団体等との連携

表 2-3-2に⺠間事業者等との災害時応援協定を⽰す。本市（町村）では、「○○（⺠

間事業者名）」との間に「○○災害時における災害廃棄物の処理に関する協定（協定

名）」を締結しており、必要に応じて災害廃棄物処理の協力を要請する。また、表 2-

3-2 に示す他の協定についても、災害廃棄物処理を円滑に進める上で重要であること

から、発災時には協定にもとづき速やかに協力体制を構築する。

本市（町村）には、廃棄物処理業者があるが、当該⺠間事業者との協定は締結して

いないため、今後、災害時応援協定の締結について検討を進める。 また、災害廃棄

物に特化した⺠間事業者団体との協定は未締結であるが、表 2-3-2 に示す他の協定に

ついても、災害廃棄物処理を円滑に進める上で重要であることから、発災時には協定

にもとづき速やかに協力体制を構築する。

なお、北海道では、公益社団法人北海道産業廃棄物協会（現：北海道産業資源循環協会）

との間に「大規模災害発生時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定」を、公益

社団法人北海道浄化槽協会、一般社団法人北海道環境保全協会及び北海道環境整備事業協

同組合との間に「大規模災害発生時における災害対応の協力に関する協定書」を締結して

おり、必要に応じて道を通じて災害廃棄物処理における協力を要請する。

（４）ボランティアとの連携

（略）
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（５）災害廃棄物処理の事務委託、事務代替

災害廃棄物は、原則として市町村が処理主体となる。しかしながら、甚大な被害により

災害廃棄物処理を進めることが困難な場合は、道との調整により必要な人材の派遣等の支

援を受けるが、被害が甚大で道等の支援を受けても、処理の事務を進めることが困難な場

合、地方自治法に基づき道が市町村に代わって処理を行う。道が市町村に代わって処理を

行う場合、道は、事務の委託（地方自治法 252 条の 14）又は事務の代替執行（地方自治

法 252 条の 16 の 2）に基づいて実施する。

事務委託及び事務の代替執行の特徴は、表 2-3-4 のとおりであり、いずれも双方の議会

の議決等必要な手続きを経て実施する。事務の委託の流れの例を図 2-3-2 に示す。

また、平成 27年 8 月 6 日に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対

策基本法の一部を改正する法律では、特定の大規模災害の被災地域のうち、廃棄物処理の

特例措置（既存の措置）が適用された地域からの要請があり、かつ、一定の要件※を勘案

して必要と認められる場合、環境大臣（国）は災害廃棄物の処理を代行することができる

ことが新たに定められている。

※要件：処理の実施体制、専門知識・技術の必要性、広域処理の重要性等
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６章 災害廃棄物処理対策

３ 発生量

想定災害で発生すると推計された種類別の災害廃棄物等の発生量は表●に示すとおり

である。

なお、計算方法については、資料編５に記載した。

（１）災害廃棄物

６章 災害廃棄物処理対策

（３）発生量

１）災害廃棄物全体量

災害廃棄物全体量は、災害廃棄物対策指針に示される推計方法より算出する。災害廃棄

物発生量推計の流れを図 2-6-2、災害廃棄物発生量の推計方法を表 2-6-2、推計に用いる

各係数を表 2-6-3 に示す。

また、処理・処分を検討する上では、廃棄物の特性に応じた細分化が必要であるため、

災害廃棄物対策指針を参考に（表 2-6-4 参照）、種類別の災害廃棄物等の発生量を推計す

る。推計結果を表 2-6-5 に示す。
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（２）し尿（仮設トイレ必要数）

発災時においては、避難所における仮設トイレ等の設置、し尿の収集運搬及び処理が必

要となり、これらの実施についての基本方針を以下に定めるものとする。

【仮設トイレ等の種類】

仮設トイレを含む災害対策トイレには資料編４のようなものがある。

本市（町村）では、避難所となる公共施設への【携帯型トイレの備蓄／マンホール

トイレの整備／災害対応型常設トイレの整備】を進めている。

本市（町村）では、発災時に必要に応じて仮設トイレをリースする。（リース先と

して㈱〇〇リースと協定を締結している。）

仮設トイレの設置には通常１〜３⽇程度必要とされることから、仮設トイレが使⽤可

能となるまで、数日分の携帯型トイレや簡易型トイレを備蓄しておく。また、和式仮設ト

イレでは高齢者などの災害弱者には使用しにくい場合があるため、可能な限り洋式仮設

トイレを優先的に設置するものとする。

２）片付けごみ

１）では災害で発生する廃棄物量の全体量を算出したが、発災初動期に当面必要となる

仮置場面積を求めるためには、発災直後に発生する片付けごみ発生量を推計することが必

要となる。片付けごみ発生量の推計方法を表 2-6-6、推計に用いる各係数を表 2-6-7、推

計結果を表 2-6-8 に示す。

３）し尿（仮設トイレ必要数）

発災時においては、避難所における仮設トイレ等の設置、し尿の収集運搬及び処理が必

要となり、これらの実施についての基本方針を以下に定めるものとする。

【仮設トイレ等の種類】

仮設トイレを含む災害対策トイレには表 2-6-9 のようなものがある。

仮設トイレの設置には通常１〜３⽇程度必要とされることから、仮設トイレが使⽤可能

となるまで、数日分の携帯型トイレや簡易型トイレを備蓄しておくことも必要である。ま

た、和式仮設トイレでは高齢者等の災害弱者には使用しにくい場合があるため、可能な限

り洋式仮設トイレを優先的に設置するものとする。

本市（町村）では、避難所となる公共施設への【携帯型トイレの備蓄／マンホー

ルトイレの整備／災害対応型常設トイレの整備】を進めている。

本市（町村）では、発災時に必要に応じて仮設トイレをリースする。（リース先と

して㈱〇〇リースと協定を締結している。）
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【仮設トイレ等の設置】

発災後、仮設トイレ等の必要な場所及び数量を把握した上で、速やかに避難所につい

ては、備蓄している仮設トイレ（汲取）及び簡易トイレ等を設置し、また、断水世帯に

ついては、自宅トイレの便座等に装着して使用できる携帯型トイレを配布する。なお、

備蓄数が不足する場合は、協定事業者、他自治体等からの手配を行う。

想定災害から推計する避難所及び断水世帯におけるし尿発生量推計及び仮設トイレの

必要数は、表●のとおりであり、その推計方法は資料編６のとおりである。

【仮設トイレ等の設置】

発災後、仮設トイレ等の必要な場所及び数量を把握した上で、速やかに避難所について

は、備蓄している仮設トイレ（汲取）及び簡易トイレ等を設置し、また、断水世帯につい

ては、自宅トイレの便座等に装着して使用できる携帯型トイレを配布する。なお、備蓄数

が不足する場合は、協定事業者や他自治体等からの手配を行う。

想定災害から推計する避難所及び断水世帯におけるし尿収集必要量及び仮設トイレの

必要設置数の推計方法を表 2-6-10、推計結果を表 2-6-11 に示す。

※水害については人的被害が想定できないため対象外とする。
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（３）避難所ごみ（生活ごみ）

避難所ごみを含む生活ごみは、原則として仮置場には搬入しないこととする。ただし、

道路の被災もしくは収集運搬車輌の不足や処理施設での受入能力が不足した場合、又は

一時的若しくは局所的に大量のごみが発生した場合等については、生活環境への影響や

その他の状況を総合的に勘案して対策を講じるものとする。

避難所から排出されるごみについては、分別及び保管方法を表●のとおりとするとと

もに、発生量を推計し、避難所を加えた収集運搬ルート及び収集頻度を検討する。

収集運搬車両が不足する場合は、道や災害の協定先等に支援要請を行い、収集運搬に必

要な車両を確保する。

４）避難所ごみ（生活ごみ）

避難所ごみを含む生活ごみは、原則として仮置場には搬入しないこととする。ただし、

道路の被災もしくは収集運搬車輌の不足や処理施設での受入能力が不足した場合、又は一

時的若しくは局所的に大量のごみが発生した場合等については、生活環境への影響やその

他の状況を総合的に勘案して対策を講じるものとする。

避難所から排出されるごみについては、分別及び保管方法を表 2-6-12 のとおりとする

とともに、発生量を推計し、避難所を加えた収集運搬ルート及び収集頻度を検討する。

収集運搬車両が不足する場合は、道や災害の協定先等に支援要請を行い、収集運搬に必

要な車両を確保する。
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なお、想定災害で発生する避難所ごみの発生量は〇〇ｔ/日であり、その計算方法は資

料編７のとおりである。（生活ごみについては発災前と比べ増減しないものとする。）

４ 処理可能量

なお、避難所ごみの推計方法を表 2-6-13、推計結果を表 2-6-14 に示す。想定災害で発

生する避難所ごみ発生量は〇〇ｔ/日である。（生活ごみについては発災前と比べ増減しな

いものとする。）

※水害については人的被害が想定できないため対象外とする。

（４）処理可能量

既存の廃棄物焼却処理施設及び最終処分場における災害廃棄物の処理可能量は、災害廃

棄物対策指針に従い、平時の年間処理量（実績）に分担率を乗じることで推計する。さら

に、各施設の公称能力を最大限活用するシナリオについても推計を行った。

処理可能量の試算フローを図 2-6-3 に示す。
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（１）焼却施設の処理可能量

表●に一般廃棄物焼却施設の処理可能量の推計結果を示す。

なお、焼却施設の処理可能量は、災害廃棄物対策指針に示される現状の稼働状況に対

する負荷の大きさで評価した方法（高位シナリオ）、施設の余力を最大限活用する方法

の 2種類により算出した。計算方法は、資料編８（１）に示す。

なお、災害廃棄物等を収集し処理を開始する期間を考慮し、2.7 年間の処理量を計算

した。

（２）最終処分場の処理可能量

表●に一般廃棄物最終処分場の処理可能量の推計結果を示す。

なお、最終処分場の処理可能量は、災害廃棄物対策指針に示される方法（高位シナリ

オ）、10 年後残余容量を処理可能量とする方法の 2種類により算出した。

計算方法は、資料編８（２）に示す。

１）焼却施設の処理可能量

焼却施設の処理可能量は、表 2-6-15 に示す現状の稼働状況に対する負荷の大きさで評

価した方法（シナリオ設定）、表 2-6-16 に示す施設の余力を最大限活用する方法の 2種

類により算出した。

表 2-6-17 に一般廃棄物焼却施設の処理可能量の推計結果を示す。

２）最終処分場の処理可能量

最終処分場の処理可能量は、表 2-6-18 に示すシナリオ設定、表 2-6-19 に示す 10 年後

残余容量を処理可能量とする方法の 2種類により算出した。



市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート（北海道版） 新旧対照表

修正前 修正後

５ 処理フロー

災害廃棄物発生量及び処理可能量の算出結果をもとに、災害廃棄物処理フローを示す。

「東日本大震災に係る災害廃棄物処理指針（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）」（資料編９参照）のフローを参

考に、当市町村の施設の状況を勘案し作成した。なお、木くず、ｺﾝｸﾘｰﾄくずについては大

部分がリサイクルできるものとしているほか、家電、自動車、船舶、危険物等はその他と

してまとめて記載することで簡略化している。また、可燃物の処理に伴い発生する焼却灰

は可燃物の 20%と設定し、最終処分場での処分量に含めた。

当市町村で想定する災害で発生する廃棄物は、処理フローで示すように通常の処

理ルートでの処理が可能であるが、以降に、想定を超えて災害廃棄物が発生した場合

を考慮し、仮置場等の検討を行う。

当市町村で想定する災害で発生する災害廃棄物等は、処理フローで示すように可

燃物は処理可能量のおよそ○倍、不燃物は処理可能量のおよそ〇倍となり、通常の処

理ルートでの処理ができないため、予め〇〇市町村と支援協定を締結している。ま

た、産業廃棄物処理施設等の活用（支援施設）を検討する。

当市町村で想定する災害で発生する災害廃棄物等は、処理フローで示すように可

燃物は処理可能量のおよそ〇倍、不燃物は処理可能量のおよそ○倍となり、通常の処

理ルートや協定に基づく近隣市町の支援では処理しきれないことから、道及び国に

広域処理の調整を依頼

（６）処理フロー

災害廃棄物発生量及び処理可能量の算出結果をもとに、災害廃棄物処理フローを示す。

処理可能量は、複数の手法で算出していることから、表 2-6-23 に示す方法を採用して

処理フロー（図 2-6-4〜図 2-6-●）を作成した。また、可燃物の処理に伴い発生する焼却

灰は可燃物の 20%と設定し、最終処分場での処分量に含めた。

本市（町村）で想定する災害で発生する廃棄物は、処理フローで示すように通常

の処理ルートでの処理が可能であるが、以降に、想定を超えて災害廃棄物が発生し

た場合を考慮し、仮置場等の検討を行う。

本市（町村）で想定する災害で発生する災害廃棄物等は、処理フローで示すよう

に可燃物は処理可能量のおよそ○倍、不燃物は処理可能量のおよそ〇倍となり、通

常の処理ルートでの処理ができないため、予め〇〇市町村と支援協定を締結してい

る。また、産業廃棄物処理施設等の活用（支援施設）を検討する。

本市（町村）で想定する災害で発生する災害廃棄物等は、処理フローで示すよう

に可燃物は処理可能量のおよそ〇倍、不燃物は処理可能量のおよそ○倍となり、通

常の処理ルートや協定に基づく近隣市町の支援では処理しきれないことから、道の

調整等による広域的な処理が必要である。
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６ 処理スケジュール

過去の⼤規模災害の事例では、最⼤３年以内に処理業務を完了していることから、最⻑

の処理期間を３年とし表●のスケジュールを目安とする。実際に災害が発生した際には、

被災状況によって処理期間を再検討する。

７ 収集運搬

（１）災害廃棄物の収集

災害廃棄物の収集⽅法を早期に決定し住⺠に周知しないと、路上への堆積による通⾏

への支障が生ずることや、無分別の勝手仮置場（仮置場の指定がない空き地に堆積するこ

と）が発生し、その後の処理に大きな影響を及ぼすことが懸念される。

そのため、災害廃棄物の発生量や災害の形態により、次のとおり収集することを基本と

し、速やかに周知する。

ア 水害などで片付けごみが多い場合で、発生量が少ないとき

各⼾敷地内の出⼊⼝付近（やむを得ない場合は出⼊⼝付近の路上で通⾏の⽀障にな

らない場所）に堆積してもらい⼾別回収する。発⽣量が極めて少ないときは、〇〇クリ

ーンセンターに持ち込んでもらう。

（５）処理スケジュール

過去の⼤規模災害の事例では、最⼤３年以内に処理業務を完了していることから、最⻑

の処理期間を３年とし表 2-6-22 のスケジュールを目安とする。実際に災害が発生した際

には、被災状況によって処理期間を再検討する。

（７）収集運搬

１）災害廃棄物の収集

災害廃棄物の収集⽅法を早期に決定し住⺠に周知しなければ、路上への堆積による通行

への支障が生ずることや、無分別の勝手仮置場（仮置場の指定がない空き地等に堆積する

こと）が発生し、その後の処理に大きな影響を及ぼすことが懸念される。

そのため、災害廃棄物の発生量や災害の形態により、次のとおり収集することを基本と

し、速やかに周知する。

ア 水害などで片付けごみが多い場合で、発生量が少ないとき

各⼾敷地内の出⼊⼝付近（やむを得ない場合は出⼊⼝付近の路上で通⾏の⽀障になら

ない場所）に堆積してもらい⼾別回収する。発⽣量が極めて少ないときは、〇〇クリー

ンセンターに持ち込んでもらう。
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イ 水害などで片付けごみが多い場合で、発生量も多いとき

細かな区画ごとに仮置場を設け、可能な限り仮置場に持ち込んでもらう。

ウ 地震などで解体ごみが多い場合

片付けごみを含めて、仮置場に搬入する。

なお、高齢者世帯等で仮置場への搬入が困難場合は、別途対応する。

８ 仮置場

（１）仮置場候補地の選定

災害廃棄物は膨大な量になることが見込まれ直接処理施設への搬入が困難となること

が想定される。生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに仮置場

を設置し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要である。

本市（町村）における仮置場候補地は表●のとおりとする。

また、本計画で想定した災害の仮置場必要面積を表●に示す。

なお、必要面積の計算方法、場所選定の考え方、仮置場の区分については資料編１０の

とおりである。

イ 水害などで片付けごみが多い場合で、発生量も多いとき

細かな区画ごとに仮置場を設け、可能な限り仮置場に持ち込んでもらう。

ウ 地震などで解体ごみが多い場合

片付けごみを含めて、仮置場に搬入する。

また、高齢者世帯等で仮置場への搬入が困難場合は、別途対応する

なお、勝手仮置場が発生した場合として次の対応が考えられる。

ア 住⺠や収集運搬業者等から発⽣場所について情報を収集し、可能な限り早期に回収す

る。早期に回収が困難な場合は、地域住⺠に分別管理を依頼する。

イ 勝手仮置場からの搬出が完了したら、市（町村）が指定する搬出場所の広報を行い、

新たに侵入・搬出を避けるため三角コーンやロープで囲い、閉鎖する。

（８）仮置場

１）仮置場候補地の選定

災害廃棄物は膨大な量になることが見込まれ直接処理施設への搬入が困難となること

が想定される。生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに仮置場

を設置し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要である。

本市（町村）における仮置場候補地を表 2-6-●、仮置場候補地選定の際に考慮する事項

を表 2-6-●に示す。

また、仮置場必要面積の推計方法を表 2-6-●、推計結果を表 2-6-●に示す。
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（３）仮置場の設置、運営

平成２３年東日本大震災や平成２８年熊本地震、平成３０年北海道胆振東部地震など

過去の大災害の教訓から、処理期間の短縮、低コスト化、生活環境の保全や公衆衛生の悪

化の防止等の観点から、搬入時から分別を徹底することが重要とされているため、本市

（町村）においても同様に行う。

仮置場には受付を設け、被災証明がない者の搬入を禁止するほか、交通誘導員、分別指

導、荷下ろし補助員を配置することとし、〇〇課が行う。

〇〇に委託（依頼）する。

３）仮置場の設置、運営

平成 23 年東日本大震災や平成 28 年熊本地震、平成 30 年北海道胆振東部地震など過去

の大災害の教訓から、処理期間の短縮、低コスト化、生活環境の保全や公衆衛生の悪化の

防止等の観点から、搬入時から分別を徹底することが重要とされているため、本市（町村）

においても同様に行う。

仮置場の分類を表 2-6-●、仮置場の設置、運営の際に考慮する事項を表 2-6-●、分別配

置の例を図 2-6-●、仮置場運営に必要な人数例を表 2-6-●、仮置場における必要資機材

を表 2-6-●に示す。

仮置場は⼤別すると、住⺠がごみを搬⼊する住⺠仮置場、災害廃棄物の仮置きと⽐較的

簡易な粗破砕・粗分別を行う一次仮置場、破砕施設等の処理施設を設置し、本格的な中間

処理を⾏う⼆次仮置場に分けられる。住⺠仮置場は、そのまま⼀次仮置場になる場合もあ

る。

仮置場には受付を設け、被災証明がない者の搬入を禁止するほか、交通誘導員、分別指

導、荷下ろし補助員を配置することとし、災害の規模等に応じて、委託を含め運営管理体

制を検討する。
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１３ 広域的な処理・処分

平時の処理体制で計画的に廃棄物処理を完結することが困難であると判断した場合

は、近隣市町村や廃棄物処理事業団体との応援協定に基づき、調整を行うほか、道への要

請により、近隣の市町村等との広域調整を行うことを検討する。なお、応援要請等の連絡

系統は p.13 の図●のとおりである。

広域的な調整により、応援を受ける内容としては以下が考えられる。

① 倒壊建物等の解体・撤去

② 一次仮置場までの収集運搬・一次仮置場における分別、処理

③ 一次仮置場からの収集運搬・二次仮置場における分別、処理

④ 二次仮置場からの収集運搬

⑤ 処理（自動車、家電、PCB 等特別管理廃棄物、災害廃棄物等）

（13）広域的な処理・処分

平時の処理体制で計画的に廃棄物処理を完結することが困難であると判断した場合は、

近隣市町村や廃棄物処理事業団体との応援協定に基づき、調整を行うほか、道への要請に

より、近隣の市町村等との広域調整を行うことを検討する。なお、北海道ブロック内にお

ける災害廃棄物処理に係るネットワークの構築イメージは表 2-6-●に示すとおりである。

北海道ブロックをまたぐ連携が必要と判断された場合の応援要請等の連絡系統は p.16 の

図 2-2-1 のとおりである。

広域的な調整により、応援を受ける内容としては以下が考えられる。

① 倒壊建物等の解体・撤去

② 一次仮置場までの収集運搬・一次仮置場における分別、処理

③ 一次仮置場からの収集運搬・二次仮置場における分別、処理

④ 二次仮置場からの収集運搬

⑤ 処理（自動車、家電、PCB 等特別管理廃棄物、災害廃棄物等）


